
  
 

一

 
 

 

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

「
第
三
節
の
二 

緊
急
災
害
対 

 

目
次
中
「
第
四
節 

災
害
時
に
お
け
る
職
員
の
派
遣
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
三
条
）
」
を 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
四
節 

災
害
時
に
お
け
る 

策
本
部
（
第
二
十
八
条
の
二
―
第
二
十
八
条
の
四
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
、
「
第
八
十
六
条
」
を
「
第
八
十
六
条
の
二
」
に
、
「
第
百
九
条
」 

協
力
（
第
二
十
八
条
の
五
―
第
三
十
三
条
） 
 
 

」 

を
「
第
百
九
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
自
ら
災
害
に
備
え
る
た
め
の
手
段
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
自
発
的
な
防
災
組
織
に
参
加
す
る 

 

等
防
災
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
第
十
一
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次 

の
三
号
を
加
え
る
。 

 

十
二 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
災
害
救
援
活
動
の
支
援
に
関
す
る
事
項 



 

  
 

二

 
十
三 

被
災
者
の
救
助
に
係
る
海
外
か
ら
の
支
援
の
受
入
れ
の
円
滑
化
に
関
す
る
事
項 

 

十
四 

被
災
者
に
対
す
る
的
確
な
情
報
提
供
に
関
す
る
事
項 

 

第
八
条
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十 

火
山
現
象
等
に
よ
る
長
期
的
災
害
に
対
す
る
対
策
に
関
す
る
事
項 

 

第
八
条
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号 

を
加
え
る
。 

 

四 

交
通
、
情
報
通
信
等
の
都
市
機
能
の
集
積
に
対
応
す
る
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項 

 

第
八
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
つ
て
は
、
災
害
時
に
お
け
る
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
等
の 

 

援
護
に
つ
い
て
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改 

め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
四
号
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
す
る
。 



  
 

三

 
第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
、
地
方
防
災
会
議
の
意
見
を
き
い
て
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
四
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
国
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
非
常
災
害
対
策
副
本
部
長
、
非 

常
災
害
対
策
本
部
員
そ
の
他
の
職
員
」
を
「
非
常
災
害
対
策
本
部
の
職
員
（
非
常
災
害
対
策
副
本
部
長
を
除
く
。
）
」
に
、 

「
指
定
行
政
機
関
の
職
員
」
を
「
指
定
行
政
機
関
の
長
若
し
く
は
そ
の
職
員
」
に
、
「
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
」
を 

「
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
者
及
び
政
令
で
定
め
る
防
災
に
関
す
る
事
務
に
携
わ
る
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
」
に
改
め
、
同 

項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

６ 

非
常
災
害
対
策
本
部
長
は
、
そ
の
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
非
常
災
害
対
策
副
本
部
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

非
常
災
害
対
策
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

 

第
二
十
五
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

非
常
災
害
対
策
副
本
部
長
は
、
国
務
大
臣
を
も
つ
て
充
て
る
。 

 

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



 

  
 

四

第
二
十
五
条
の
二 

非
常
災
害
対
策
本
部
に
、
当
該
本
部
の
所
管
区
域
に
お
い
て
そ
の
事
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
た
め
、
地
方 

 

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
六
条
第
六
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
地
対
策
本
部
を
置 

 

く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

現
地
対
策
本
部
の
長
は
、
現
地
対
策
本
部
長
と
し
、
非
常
災
害
対
策
本
部
員
の
う
ち
か
ら
非
常
災
害
対
策
本
部
長
が
任
命 

 

す
る
。 

３ 

非
常
災
害
対
策
本
部
長
は
、
そ
の
権
限
の
一
部
を
現
地
対
策
本
部
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
条
第
七
項
の
規
定 

 

は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
関
係
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
」
を
「
指
定
行
政
機
関
の
長
、
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
章
第
三
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
三
節
の
二 

緊
急
災
害
対
策
本
部 

 

（
緊
急
災
害
対
策
本
部
の
設
置
） 

第
二
十
八
条
の
二 

非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
の
規
模
そ
の
他
の
状
況
か
ら
み
て
、
非
常
災
害
対
策 



  
 

五

 
本
部
に
よ
つ
て
は
当
該
災
害
に
係
る
災
害
応
急
対
策
の
推
進
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
家 

 

行
政
組
織
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
閣
議
に
か
け
て
、
臨
時
に
総
理
府
に
緊
急
災
害
対
策
本
部
を
設
置
す
る 

 

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
に
係
る
非
常
災
害
対
策
本
部
が
既 

 

に
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
非
常
災
害
対
策
本
部
は
、
廃
止
さ
れ
る
も
の
と
し
、
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
当
該
非
常 

 

災
害
対
策
本
部
の
所
掌
事
務
を
承
継
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
緊
急
災
害
対
策
本
部
の
設
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
緊
急
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
所
掌
事
務
） 

第
二
十
八
条
の
三 

緊
急
災
害
対
策
本
部
の
長
は
、
緊
急
災
害
対
策
本
部
長
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
つ
て
充
て
る
。 

２ 

緊
急
災
害
対
策
本
部
に
、
緊
急
災
害
対
策
副
本
部
長
、
緊
急
災
害
対
策
本
部
員
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。 

３ 

緊
急
災
害
対
策
本
部
員
は
、
国
務
大
臣
及
び
国
務
大
臣
以
外
の
指
定
行
政
機
関
の
長
を
も
つ
て
充
て
る
。 

４ 

緊
急
災
害
対
策
本
部
の
職
員
（
緊
急
災
害
対
策
副
本
部
長
及
び
緊
急
災
害
対
策
本
部
員
を
除
く
。
）
は
、
指
定
行
政
機
関 

 

の
職
員
又
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
若
し
く
は
そ
の
職
員
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
者
及
び
政
令
で
定
め 



 

  
 

六

 
る
防
災
に
関
す
る
事
務
に
携
わ
る
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。 

５ 
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
の
二
並
び
に
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
緊
急
災
害
対 

 

策
本
部
の
組
織
及
び
所
掌
事
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
非
常
災
害
対 

 

策
本
部
員
」
と
あ
る
の
は
「
緊
急
災
害
対
策
本
部
の
職
員
（
緊
急
災
害
対
策
副
本
部
長
を
除
く
。
）
」
と
、
第
二
十
六
条
第 

 

三
号
中
「
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
非
常
災
害
対
策
本
部
長
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
緊
急
災 

 

害
対
策
本
部
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
緊
急
災
害
対
策
本
部
長
の
権
限
） 

第
二
十
八
条
の
四 

緊
急
災
害
対
策
本
部
長
は
、
当
該
本
部
の
所
管
区
域
に
お
け
る
災
害
応
急
対
策
を
緊
急
に
実
施
す
る
た
め 

 

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長 

 

の
権
限
を
代
わ
つ
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

緊
急
災
害
対
策
本
部
長
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
本
部
の
所
管
区
域
に
お
け
る
被
災
者
の
救
助
に 

 

係
る
海
外
か
ら
の
支
援
を
緊
急
か
つ
円
滑
に
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
緊
急
災
害
対
策
本
部
長
の
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
第 



  
 

七

 
一
項
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
委
任
さ
れ
た
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
緊
急
災
害
対
策
本
部
員
で
あ
る
指
定
行 

 

政
機
関
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
章
中
第
四
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

第
四
節 
災
害
時
に
お
け
る
協
力 

 

第
二
章
第
四
節
中
第
二
十
九
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
広
域
的
な
応
援
協
定
） 

第
二
十
八
条
の
五 

地
方
公
共
団
体
は
、
水
防
、
消
防
、
救
助
そ
の
他
災
害
応
急
措
置
の
相
互
応
援
に
関
し
て
、
あ
ら
か
じ 

 

め
、
協
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
三
十
条
第
二
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
ワ
を
ソ
と
し
、
ヲ
を
レ
と
し
、
ル
を
タ
と
し
、
ヌ
を
ヨ
と
し
、
リ
を
カ
と
し
、
チ
を
リ
と 

し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ヌ 

交
通
、
情
報
通
信
等
の
都
市
機
能
の
集
積
に
対
応
す
る
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項 

 
 

ル 

道
路
、
鉄
道
、
空
港
、
港
湾
等
の
耐
震
性
の
向
上
等
防
災
対
策
の
強
化
に
関
す
る
事
項 



 

  
 

八

 
 

ヲ 

電
気
工
作
物
、
ガ
ス
工
作
物
、
電
気
通
信
設
備
、
水
道
施
設
及
び
下
水
道
施
設
の
耐
震
性
の
向
上
等
防
災
対
策
の
強 

 
 

 
化
に
関
す
る
事
項 

 
 

ワ 
建
築
物
の
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
事
項 

 

第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

チ 

地
域
防
災
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項 

 

第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

ハ 

被
災
者
に
対
す
る
的
確
な
情
報
の
伝
達
等
災
害
時
に
お
け
る
広
報
に
関
す
る
事
項 

 

第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
ソ
を
ム
と
し
、
レ
を
ラ
と
し
、
タ
を
ナ
と
し
、
ヨ
を
ネ
と
し
、
カ
を
ツ
と
し
、
ワ
を
ソ
と 

し
、
ヲ
を
レ
と
し
、
ル
を
タ
と
し
、
ヌ
を
ヨ
と
し
、
リ
を
カ
と
し
、
チ
を
ワ
と
し
、
ト
を
ヲ
と
し
、
ヘ
を
ル
と
し
、
ホ
の
次
に 

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ヘ 

緊
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項 

 
 

ト 

災
害
時
に
お
け
る
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
等
の
援
護
に
関
す
る
事
項 

 
 

チ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
災
害
救
援
活
動
の
支
援
に
関
す
る
事
項 



  
 

九

 
 

リ 

被
災
者
の
救
助
に
係
る
海
外
か
ら
の
支
援
の
受
入
れ
の
円
滑
化
に
関
す
る
事
項 

 
 

ヌ 

災
害
時
に
お
け
る
航
空
機
及
び
船
舶
の
利
用
に
関
す
る
事
項 

 

第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ウ 

地
方
公
共
団
体
相
互
の
応
援
協
定
等
広
域
的
な
防
災
体
制
に
関
す
る
事
項 

 
 

ヰ 

災
害
時
に
お
け
る
職
務
の
代
行
等
行
政
組
織
の
特
例
に
関
す
る
事
項 

 

第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
改
良
」
の
下
に
「
、
地
域
防
災
拠
点
施
設
の
整
備
、
公
共
施
設
及
び
公
益
施
設
の
防
災
対
策 

の
強
化
」
を
、
「
調
査
研
究
」
の
下
に
「
、
建
築
物
の
安
全
性
の
向
上
」
を
、
「
衛
生
」
の
下
に
「
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の 

支
援
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

災
害
時
に
お
け
る
広
域
的
な
防
災
体
制
に
関
す
る
事
項 

 

第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
改
良
」
の
下
に
「
、
地
域
防
災
拠
点
施
設
の
整
備
、
公
共
施
設
及
び
公
益
施
設
の
防
災
対 

策
の
強
化
」
を
、
「
調
査
研
究
」
の
下
に
「
、
建
築
物
の
安
全
性
の
向
上
」
を
、
「
衛
生
」
の
下
に
「
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 

の
支
援
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

災
害
時
に
お
け
る
広
域
的
な
防
災
体
制
に
関
す
る
事
項 



 

  
 

一
〇

 
第
六
十
一
条
第
一
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
二
項
の
規
定
は
第
一
項
及
び
第
二
項
の 

場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
」
に
、
「
、
前
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
又 

は
海
上
保
安
官
は
、
」
を
「
若
し
く
は
海
上
保
安
官
又
は
災
害
派
遣
自
衛
官
が
第
一
項
又
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項 

と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
若
し
く
は
海
上
保
安
官
が
そ
の
場
に
い
な
い
と
き
、
又
は
市
町
村
長
か
ら
要
求
が
あ
つ 

 

た
と
き
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た 

 

同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
の
自
衛
官
（
以
下
「
災
害
派
遣
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
は
、
必
要
と
認
め
る
地
域
の
居
住 

 

者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
六
十
四
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
若
し
く
は
海
上
保
安
官
が
そ
の
場
に
い
な
い
と 

 

き
、
又
は
市
町
村
長
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
市
町
村
長
の
職
権
を
行
う
市
町
村
の
吏
員
か
ら
要
求
が
あ
つ
た
と
き 

 

は
、
災
害
派
遣
自
衛
官
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
職
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
条
第
二 

 

項
後
段
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 



  
 

一
一

 

災
害
派
遣
自
衛
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
工
作
物
等
を
除
去
し
た
と
き
は
、
当
該
工
作
物
等
を
市
町
村
長
に
差
し
出
さ 

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
は
、
当
該
工
作
物
等
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
に
つ
い
て
準 

 

用
す
る
。 

 

第
六
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
条
第
十
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
七
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
都
道
府
県
知
事
の
警
戒
区
域
設
定
権
等
） 

第
七
十
二
条
の
二 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
べ
き
警
戒
区
域
が
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に 

 

わ
た
る
と
き
は
、
当
該
区
域
に
警
戒
区
域
を
設
定
し
、
災
害
応
急
対
策
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
当
該
区
域
へ
の 

 

立
入
り
を
制
限
し
、
若
し
く
は
禁
止
し
、
又
は
当
該
区
域
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
災
害
派
遣
の
要
請
） 



 

  
 

一
二

第
七
十
五
条
の
二 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
ま
さ
に
発
生
し
よ
う
と
し
て 

 

い
る
場
合
に
お
い
て
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
防
衛
庁
長
官
又
は
そ
の
指
定
す
る
者 

 

に
対
し
、
自
衛
隊
法
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
の
派
遣
の
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
態
に
照
ら
し
特
に
緊
急
を
要 

 

し
、
か
つ
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
防
衛
庁
長
官
又
は
そ
の
指
定
す 

 

る
者
に
対
し
、
自
ら
前
項
に
規
定
す
る
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

市
町
村
長
は
、
前
項
の
要
請
を
行
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

 

第
七
十
六
条
の
三
第
三
項
中
「
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
派 

遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
の
自
衛
官
」
を
「
災
害
派
遣
自
衛
官
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
自
衛 

官
」
を
「
災
害
派
遣
自
衛
官
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
六
十
四
条
第
十
項
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長 

の
職
権
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。 



  
 

一
三

 
第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
又
は
警
察
官
」
を
「
、
警
察
官
」
に
改
め
、
「
海
上
保
安
官
」
の
下
に
「
又
は
災
害
派
遣
自
衛 

官
」
を
加
え
、
「
又
は
同
条
第
二
項
」
を
「
、
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
」
の
下
に
「
又
は
第 

六
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
四
条
第
十
項
の
規
定
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
章
第
四
節
中
第
八
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
警
戒
区
域
設
定
等
に
当
た
つ
て
の
国
等
の
支
援
） 

第
八
十
六
条
の
二 

国
及
び
都
道
府
県
は
、
市
町
村
長
が
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
の
設
定
等
の
応
急
措
置 

 

を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
助
言
、
経
費
の
補
助
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

 

第
九
十
五
条
中
「
第
百
八
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
条
第
一
項
中
「
が
発
生
し
」
を
「
に
際
し
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
及
び
第
百
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
百
七
条
及
び
第
百
八
条 

削
除 

 

第
八
章
中
第
百
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



 

  
 

一
四

第
百
九
条
の
二 

災
害
緊
急
事
態
に
際
し
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
は
被
災
者
の
救
助
に
係
る
海
外
か
ら
の
支
援
を
緊
急
か
つ
円 

 

滑
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
国
会
が
閉
会
中
又
は
衆
議
院
が
解
散
中
で
あ
り
、
か
つ
、
臨
時
会
の 

 

召
集
を
決
定
し
、
又
は
参
議
院
の
緊
急
集
会
を
求
め
て
そ
の
措
置
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
内
閣
は
、
当
該
受
入
れ 

 

に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
と
る
た
め
、
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
百
十
三
条
第
二
号
及
び
第
百
十
五
条
第
一
号
中
「
（
第
百
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削 

る
。 

 

第
百
十
六
条
第
二
号
中
「
又
は
第
六
十
三
条
第
二
項
」
を
「
、
第
六
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
海
上
保
安
官
」
の
下
に 

「
又
は
第
七
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 



  
 

一
五

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
） 

４ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
市
町
村
長
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に
「
（
市
町
村
長
に
あ
つ
て 

 

は
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
限 

 

る
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
九
十
四
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
九
十
四
条
の
二 

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等
の
自
衛
官
は
、
災
害
対
策
基
本
法
の 

 
 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

一 

同
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
指
示
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

同
法
第
六
十
四
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
、
建
物
等
を
一
時
使
用
し
、
若
し
く
は
土
石
、
竹
木
等
を
使
用 



 

  
 

一
六

 
 

 

し
、
若
し
く
は
収
用
し
、
又
は
工
作
物
等
の
除
去
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
。 

 
 

三 

同
法
第
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

四 
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
隊
用
緊
急
通
行
車
両
の
円
滑
な
通
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要 

 
 

 

な
措
置
を
命
じ
、
又
は
自
ら
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
。 

 

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

５ 

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
中
「
第
百
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
五
条
中
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
総
理
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

６ 

総
理
府
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
七
号
の
二
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 
 

七
の
三 

災
害
に
関
す
る
施
策
（
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
企
画
し
、
立
案
し
、
及
び
推
進 

 
 

 

し
、
並
び
に
関
係
行
政
機
関
の
災
害
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
。 



  
 

一
七

 
 

七
の
四 

非
常
災
害
に
際
し
、
緊
急
措
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
及
び
そ
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 
 

七
の
五 

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
、
激
甚じ

ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政 

 
 

 

援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
、
台
風
常
襲
地
帯
に
お
け
る
災
害
の
防
除
に
関
す
る
特 

 
 

 

別
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
、
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
六
十
一 

 
 

 

号
）
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
、
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る 

 
 

 

地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
及 

 
 

 

び
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
に
関
す
る
部
分
を
除 

 
 

 

く
。
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
国
土
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

７ 

国
土
庁
設
置
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上 

 

げ
、
第
二
十
四
号
サ
、
キ
、
ユ
、
メ
、
ミ
、
シ
及
び
ヱ
を
削
り
、
同
号
ヒ
を
同
号
サ
と
し
、
同
号
モ
を
同
号
キ
と
し
、
同
号 

 

を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
五
号
と
す
る
。 



 

  
 

一
八

 
 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
十
四
号
ロ
」
を
「
第
四
条
第
二
十
三
号
ロ
」
に
改
め
る
。 



  
 

一
九

 
 

 
 
 

理 

由 

 

近
年
の
災
害
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
災
害
対
策
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
図
る
た
め
、
非
常
災
害
対
策
本
部
、
緊
急
災
害
対
策 

本
部
等
の
組
織
及
び
権
限
の
強
化
等
国
の
防
災
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
災
害
応
急
対
策
に
お
け
る
自
衛
隊
の
活 

用
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


